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子ども政策課の主な取り組み 

 

１． 市内教育・保育施設等の確保状況                                         

(1) 【鶴ヶ谷保育園（令和２年度から民営化）】 

ア 令和２年４月から 学校法人旭ケ丘学園による運営開始、園舎建替えに向けた協議等を実施 

イ 令和５年４月から 園舎を建替え、「幼保連携型認定こども園つむぎ野」として運営予定 
 
２． 放課後児童クラブ施設整備事業                           

(1) 放課後児童クラブ整備に係る取組み 

   平成２７年度から令和２年度までに「１０支援単位」整備し、現在１８支援単位を運営 

   令和４年度、全ての放課後児童クラブを学校敷地（又は隣接地）内に設置 

   令和５年度から６年度にかけて、多賀城小学校第一放課後児童クラブを移転整備 

 (2) 放課後児童クラブ（専用施設）建築年 

小学校 クラブ（専用施設） 建築年 

多賀城小学校 第１放課後児童クラブ 平成６年 

多賀城東小学校 第１・第３放課後児童クラブ 平成１２年（平成２９年増築） 

多賀城八幡小学校 第１放課後児童クラブ 平成１８年 

山王小学校 第２・第３放課後児童クラブ 平成２９年 
 

３． 保育士の確保や負担軽減のための補助事業                           

(1) 保育士宿舎借上げ支援事業費補助金（継続：平成３１年度より） 

保育士の確保を目的に、民間保育施設の寮を利用する保育士の家賃等支払いを支援します。 

(2) 保育体制強化事業費補助金（保育士支援者雇用分）（継続：令和３年度より） 

保育士の負担軽減を目的に、地域の人材を活用し、保育関連用務や保育勤務の支援を行います。 
 

４． 医療的ケア児保育支援事業                                           

    『医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）』が令和３年９月１８日

に施行され、地方公共団体は、自主的かつ主体的に支援に係る施策を実施すること、保育所等の設置者

は、在籍している医療的ケア児に対し適切な支援を行うことが責務とされました。 

    これを受け、令和４年１１月に「多賀城市医療的ケア児保育支援事業の実施に関する規則」を制定し、医

療的ケア児を保育所等に受け入れるための体制を整備しました。 

    医療的ケア児の受入れに係る要件や対象となる医療的ケアの内容、入所までの流れ等について、市HP

等を活用して周知し、入所相談や保育所等との調整を行います。 
 

５． 子育て応援臨時給付金支給事業（参考：令和４年度取組み）                   

電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯の負担を軽減するため、対象児童に対し 

給付金を給付します。 

 

名称 金額 対象 給付者数 

子育て応援 

臨時給付金 
一律１５，０００円／人 

平成１６年４月２日から令和５年３

月３１日までに生まれた児童 

４，３８７名 児童７，７９０名分 

（令和４年１２月末時点） 
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子ども政策課





 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相

談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につ

なぐ伴走型の相談支援を拡充し、子ども政策課が

実施する経済的支援と一体として、新たな事業を

国の指針に基づき実施します。 

事業開始日は、令和５年３月１日予定。 

【方法】 

１ 伴走型相談支援については、子育て世代包括

支援センターにて実施 

①妊娠届出時に保健師等による面接 

相談支援実施と出産応援ギフトの申請案内 

②妊娠８か月にアンケートを実施し、相談希望

者と面接し、必要に応じた支援を実施 

③新生児訪問時に助産師等による面接 

相談支援実施と子育て応援ギフトの申請案内 

２ 経済支援については、子ども政策課にて、出

産子育て応援ギフトを支給 

【概要】 

産後のお母さんは育児不安を抱えたり、出産や

育児の疲れから体調が不安定など、こころもから

だも不調になることがあります。育児不安を軽減

し、安心して子育てに取り組めるよう産後ケア事

業の「通所型」に加え、令和５年度より「居宅訪

問」「短期入所型（宿泊型）」を開始します。 

【対象者】 

産後１年未満の産婦・乳児 

 各事業とも申請に基づき、１人７日まで上限 

【内容】 

乳房ケアや休息、育児相談等希望する支援 

 ①通所型は助産院等で実施 

  ３時間型：1,800 円 ６時間型：3,800 円 

 ②居宅訪問型は自宅にて実施 

  １日２時間程度：2,400 円 

 ③短期入所型（宿泊型）は病院・助産院で実施 

  1 泊２日まで 13,000 円連泊１日当 6,500 円 

  ＊その他減免制度あり 

１ 出産子育て応援事業 
２ 産後ケア事業 

「通所型」「居宅訪問型」「短期入所型（宿泊型）」 

３ 子育てアプリの導入 

 

４ 妊婦歯科健診（個別健診） 

「お口から始める健康づくり」 

【概要】 

 妊娠期から育児期まで、妊婦や子育て中の保護

者に「信頼できる情報」を「最適なタイミング」

で提供し、妊娠、出産、子育てに関する理解を深

め、子育ての不安を軽減させることを目的として

子育てアプリを導入します。 

【内容】 

 ① 電子母子健康手帳機能 

 ② 予防接種スケジューリング機能 

 ③ 事業の予約及びアンケート機能 

 ④ サポートファイル電子化機能 

 令和５年８月利用開始予定 

【概要】 

妊婦が気軽に歯科健診を受診でき、かかりつけ

歯科医を持ち、生まれてくる子や家族全体が歯科

への関心を高めることができるよう、歯科医院で

の個別健診を実施するとともに、「お口からはじ

める健康づくり」をキャッチフレーズに、生涯を

通した歯科口腔保健に取り組みます。 

【対象者】 

歯科健診を希望する妊婦 

【方法】 

母子健康手帳交付時に発行した受診票を実施

医療機関へ提出し受診 

【費用】無料（妊娠中１回） 

令和５年度 子ども家庭課の取り組みについて 
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子ども家庭課
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介護・障害福祉課
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地域とともにある学校づくり

多賀城市教育委員会

地域とともにある学校づくりの目指す姿

○コミュニティスクール（学校運営協議会）
⇒地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、学校ごとに置く
ように努めなければならない。

○地域学校協働本部
⇒社会教育法により、必要な措置を講じるものとする。

イメージ

学校の思い 地域の思い 学校・地域の思い

学校・地域がパートナーシップ学校・地域がそれぞれの思い

コミュニティスクール・地域学校協働本部の活動を推進することにより、

学校への幅広い地域住民等の参画を得て、社会総掛かりでの教育を実現すること。
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教育総務課・生涯学習課



地
域

住
民

連

携
・
協
働

参画

参画

地域（家庭）

地域学校協働本部（市に１つ設置）

情報
共有

校長・教職員
・地域連携担当

学校運営協議会

・地域学校協働活動推進員は、

学校運営協議会の委員として参画

することが望ましい

地域の願い

児童・生徒の
成長支援

既存の学校支援地域本部による連携体制を基盤とし
て、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画
し、緩やかなネットワークを形成しながら、地域学校協
働活動を推進する体制

<本部の３機能>
１ コーディネート機能 ２多様な活動 ３継続的活動

学校支援活動

放課後子ども教室

地域活動

家庭教育支援活動

地域学校協働活動コミュニティスクール

＜地域学校協働活動本部会議の開催＞
・地域学校協働活動の企画・立案に関する話合い
・地域住民、地域団体等との情報交換等

＜構成員＞

地域学校協働活動推進員、小中学校地域連携担
当教職員、 放課後子ども教室コーディネーター、
公民館職員等

地域とともにある学校づくりのイメージ

地域学校協働本部の機能

コミュニティスクールの機能
⇒下記スライド参照

コミュニティスクールの機能

①校長が作成する

学校運営の基本方針
を承認すること。（法律）

（参考）多賀城小学校基本方針

②学校運営に意見を述べること。（法律）

（提案）

地域であいさつ運動をしてい
るので、学校でも子どもが元
気よくあいさつする取組をしま
せんか？

校長

地域学校協働
活動推進員

町内
会長

保護者
代表

（意見）

運動会や学芸
会などの学校
行事をもっと
子どもたちに
主体的に考え
させてほしい。

（提案）

防災訓練で子ど
もたちにこんな
役割を担っても
らってはどうで
すか？

③教職員の任用（※）への意見を述
べること。（法律）

（意見）

子どもの英語教育にチカラを入れてほ
しい。中高の英語免許をもった教員を
配置できませんか？

（※）職員の採用などをいい、懲戒処分等
は含まない。

④学校運営に関する評
価を行うこと。（規則）

（参考 ）多賀城東小学校学校評価
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令和4年度のコミュニティ・スクール立ち上げの計画と経過
月 内 容

経
過

４ 月

５ 月
６ 月
７ 月

９ 月

１０月

１１月

１２月

○コミュニティ・スクール（以下ＣＳ）職員研修会１（八幡小・多賀城中教職員）
講師：文科省ＣＳマイスター

○準備会設置要綱策定（市教委）
○多賀城八幡小と多賀城中と準備会設立打ち合わせ
○多賀城中学校 学校運営協議会準備会設立 第１回会議
○多賀城八幡小学校 学校運営協議会準備会設立 第１回会議
（内容）委嘱状交付、学校経営方針の説明、協議会立ち上げのスケジュール 他
○山王小学校評議員会でＣＳの説明
○多賀城中学校 学校運営協議会準備会 第２回会議

主な議題：①次年度の組織 ②市の防災訓練 ③中学生ボランティアセンター
（事前に町内会長、民生委員・児童委員との会議）

○多賀城八幡小学校 学校運営協議会準備会 第２回会議
（事前に町内会長、民生委員・児童委員との会議）

○ＣＳ職員研修会開催２
①市教委職員，②教職員 講師：文科省ＣＳマイスター

〇校長会で先進校情報提供

今
後
（予
定
）

令和5年
２ 月

３ 月

4 月

○非常勤特別職条例改正、学校運営協議会規則制定
○多賀城八幡小学校、多賀城中学校 学校運営協議会準備会 第３回会議

主な議題：①次年度の学校経営 ②次年度の協議会の計画 他
○多賀城市ＣＳのパンフレット作成・配付

多賀城八幡小学校、多賀城中学校 コミュニテースクールスタート
上記以外の市内8小中学校 学校運営協議会準備会立ち上げ

多賀城市コミュニティ・スクール

「多賀城を知り、多賀城を語り、

多賀城を誇りに思う子どもを育てる」

１ 多賀城が好きになる活動支援

２ 地域と共に防災活動支援

３ 児童・生徒も地域支援

１ テーマ

２ 特 色
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多賀城を知り 多賀城を語り
多賀城を誇りに思う子どもを育てる

１多賀城が好きになる活動支援 ２地域と共に防災活動支援 ３児童・生徒も地域支援

おはよう
ございますあ

い
さ
つ
い
い
ね

うまく縫えた

上手だね

できた！

がんばったね

うれしいな

えらいね
職
場
体
験

すごい！

うまいね

古代米
多賀城には素晴らしいものがある！
多賀城には素晴らしい人がいる！
多賀城市コミュニティ・スクールＲ５年度スタート
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